
  

公 示 

 

公示第８２号 

 

個人タクシー事業の許可期限の更新等の審査及び取扱い基準について 

 

 

個人タクシー事業（道路運送法第４条に基づく許可を受けた個人のみが自動車を運転すること

により事業を行うべき旨の条件の付された一般乗用旅客自動車運送事業。以下「個人タクシー」

という。）に係る許可期限の更新、代務運転制度及び事業の廃止の各審査基準等について、下記

のとおり定めたので公示する。 

 

平成１４年１月２１日 

 

東 北 運 輸 局 長 島 田 知 明 

 

記 

 

Ⅰ．許可等に付した期限の更新の処理について 

個人タクシー事業の許可（平成 14 年１月 31 日までの免許を含む。以下同じ。）並びに譲渡

譲受又は相続の認可（以下「許可等」という。）に付した許可等の期限（以下「許可期限」とい

う。）の更新（以下「期限更新」という。）は、次に定めるところにより行うこととする。 

なお、前回の期限更新に付した許可等の期限の期限更新についても本規定を準用する。 

 

１．期限更新の手続き 

(１) 「個人タクシー事業の許可等に付された期限の更新申請書」（別添様式１による。以

下Ⅰ．において「申請書」という。）を当該許可期限が満了する日（以下「満了日」と

いう。）の前月に管轄する運輸支局長を経由して東北運輸局長に提出するものとする。

なお、提出部数は正副の各１通とする。 

 

(２) 申請書には、次の①～⑨に掲げる書類を添付するものとする。 

① 自動車運転免許証（両面）の写し 

② 自動車安全運転センターが満了日の前月に発行した過去５年間の記録を証明する

運転記録証明書 

③ 事業用自動車の自動車検査証の写し 

④ 旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、

身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示（平成

17 年国土交通省告示第 503 号）で定める基準に適合する任意保険又は共済に加入して

いることを証する書面 



  

⑤ 法令遵守（道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）第７条の欠格事由及びⅠ．２．

(３)の期限更新を認めない場合に該当しない旨）に係る宣誓書 

⑥ 運転に関する適性診断の受診 

イ 独立行政法人自動車事故対策機構等において運転に関する適性診断を満了日の

３か月以内に受診したことを証する書面 

ロ 平成 14 年８月１日以降を期限更新日（満了日の翌日をいう。以下同じ。）とする

申請で、当該期限更新日において年齢が満 65 歳以上の者にあっては、旅客自動車

運送事業運輸規則（昭和 31 年運輸省令第 44 号）第 38 条第２項に定めるところに

より同項の認定を受けた高齢者に対する適性診断（以下「適齢診断」という。）を

受診したことを証する書面（期限更新日において年齢が満 75 歳以上の者にあって

は、当該適齢診断に係る適性診断票） 

ハ 平成 17 年８月１日以降を期限更新日とする申請で、前回の期限更新日における

年齢が満 63 歳又は満 64歳、かつ、更新後の許可期限を５年後とされた者について

は、これに加え、年齢が満 65 歳に達した日以降２年以内において適齢診断を受診

したことを証する書面 

⑦ 公的医療機関等の医療提供施設において、満了日前３か月以内に胸部疾患、心臓疾

患及び血圧等に係る診断を受けたことを証する書面及び営業の支障の有無に係る医

師の所見が記載された健康診断書（別添様式２） 

⑧ 営業所及び自動車車庫の使用権原に係る宣誓書 

⑨ 満了日前１年分の事故・苦情に関する記録の写し 

 

２．期限更新に当たっての審査及び期限更新の可否の判断等 

(１) 期限更新に当たっての審査 

Ⅰ．１．(２)の添付書類等により、許可等を受けた日又は前回の期限更新の決定がな

された日から当該申請書提出時の期限更新の決定がなされる日（以下「期限更新決定日」

という。）までの期間（以下「審査期間」という。）における事業の実施状況及び法令

違反行為の有無等を審査するものとする。 

(２) 期限更新を認める場合 

別表（個人タクシー事業の期限更新基準表）に定めるところのいずれかに該当する者

については、別表の区分に応じた更新後の許可期限を付した上、期限更新を認めるもの

とし、次の①～④の必要な措置を講じることとする。 

ただし、平成 14 年２月１日以降に許可又は譲渡譲受若しくは相続の認可を受けた者

に付す更新後の許可期限は、当該事業者の満 75 歳の誕生日の前日（人口が概ね 30 万人

以上の都市を含まない営業区域等において、75 歳以上で許可を受けた場合は、当該事業

者の満 80歳の誕生日の前日）を超えない日とする。 

① 事業計画が確保されていないことが明らかな者、利用者からの苦情が多い者等特に

悪質な者（以下「悪質事業者」という。）に対しては、必要に応じて事業計画に定め

る業務の確保命令又は事業改善命令を発動するほか、別表の定めよりさらに短縮した

期限を付すことができるものとする。なお、当該短縮した期限を付す場合にあっては、



  

その理由を明示することとする。 

② 別表の１．Ａ.③（オ.及びカ.を除く。次の１．Ｂ.③、１．Ｃ.②及び１．Ｄ.②で

適用する場合においても同じ。）、１．Ｂ.③、１．Ｃ.②及び１．Ｄ.②のいずれかに

該当する者又は悪質事業者に対しては、期限更新日から６か月以内に東北運輸局等が

主催する研修（東北運輸局が認める事業者団体等の研修を含む。）を受けることを義

務付けることとする。 

③ 平成 14 年１月 31 日現在における個人タクシー事業者（以下「既存事業者」とい

う。）に対しては、既に当該事業者の許可等に付されている条件を「個人タクシー事

業の申請事案の審査基準について（平成 14 年１月 21 日公示第 81号）」（以下「審査

基準」という。）の記Ⅱ．２．(１)～(12)に変更するものとし、その旨を通知するこ

ととする。 

 

④ 期限更新日における年齢が満 63 歳又は満 64歳であって、更新後の許可期限を５年

後とする者に対しては、年齢が満 65 歳に達する日から２年を経過する日までの間に

適齢診断を受診することを義務付けることとする。 

(３) 期限更新を認めない場合 

次のいずれかに該当する場合には、許可期限の更新を認めないこととする。 

① 許可等に付した条件により、許可を取り消すべき事由又は許可期限の更新を行わな

いこととする事由に該当している場合 

② 代務運転者を使用している場合で、代務期間を１年間継続した後も特段の事情（回

復の見込みが明らかであり、なお若干の療養期間が必要である場合等）がなく運転業

務に従事できない場合 

③ 既存事業者で、平成 14 年２月１日以降、審査基準の記Ⅱ．２．(１)なお書きの場合

に該当したことがある場合 

④ 期限更新後の許可期限が５回以上連続して１年（別表のＡ.③（オ．及びカ．を除く。

次のＢ.③、Ｃ.②及びＤ.②で適用する場合においても同じ。）、Ｂ.③、Ｃ.②及びＤ.

②のいずれかに該当する場合に限る。）となることが明らかである場合 

(４) その他 

概ね過去１年間において特段の事情がなく事業を実施していない者に対しては、事業

廃止の届出を行うよう指導するものとする。 

また、既存事業者で適齢診断・健康診断の結果により個人タクシーの営業に支障があ

ることが明らかな場合及び特段の事情がなく稼働率が著しく低い場合については、これ

らの者に対して必要な業務の見直しに関する勧告を行うものとする。なお、勧告に応じ

た見直しが行われない場合には、必要に応じて公表を行うこととする。 

  

 

Ⅱ．代務運転制度について 

個人タクシーの代務運転制度は、事業者本人が病気又は負傷等（以下「傷病等」という。）に

より、長期にわたる入院・療養が必要なため事業を自ら遂行できない場合において、当該事業



  

者及び家族の当面の生活の安定を確保することを目的とする特別措置であり、その運用は次に

定めるところにより行うこととする。 

１．代務運転の承認方法 

代務運転の承認は、代務運転者を使用しようとする事業者（以下Ⅱ．において「事業者」

という。）の許可等に付した条件のうち「当該事業用自動車を営業のため他人に運転させて

はならない」旨の条件を、当該事業者の申請により一定期間に限ってこれを変更（以下「代

務運転に係る許可条件変更」という。）することにより行うこととする。 

 

２．承認要件 

事業者及び代務運転者のいずれもが、少なくとも次のそれぞれの要件のすべてを満たして

いる場合に限って認めることとする。 

 

(１) 事業者の要件 

① 傷病等によって入院・療養が必要なため、自ら運転業務を実施できないことが、医

師の診断書により明らかであること。 

② ①により、当該事業者が運転業務を実施することができない結果、個人タクシー事

業以外に収入の途がないため、医療費を含めた生計の維持が著しく困難であることが

認められる場合。 

③ ①の原因となった負傷が、自らの重大な法令違反行為が原因で生じた交通事故によ

るものではないこと。 

④ 申請時において、年齢が満 75歳未満であること。 

(２) 代務運転者の要件 

① 申請時において、年齢が満 65歳未満であること。 

② 有効な第二種自動車運転免許（普通免許、中型免許又は大型免許に限る。）を有し

ていること。 

③ 申請に係る営業区域において、タクシー又はハイヤーの運転を職業とした期間（個

人タクシーの代務運転者であった期間を含む。）が、申請日以前５年以内に３年以上

である者 

④ タクシー業務適正化特別措置法（昭和 45 年法律第 75 号)に基づく登録を受けてい

ること。 

⑤ 法令遵守状況等 

イ 道路運送法（昭和 26年法律第 183 号）第７条の欠格事由に該当しないこと。 

ロ 成年被後見人、被保佐人の宣告を受けていないこと。 

ハ 破産の宣告を受けていないこと。 

ニ 申請日以前５年間に、次に掲げる処分を受けていないこと。また、過去にこれら

の処分を受けたことがある場合には、申請日の５年前においてその処分期間が終了

していること。 

(ｲ) 道路運送法又は貨物自動車運送事業法（平成元年法律第 83号）の違反による

輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限（使用禁止）の処分 



  

(ﾛ)  道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）の違反による運転免許の取消し処分 

(ﾊ) タクシー業務適正化特別措置法（平成 14 年１月 31 日以前のタクシー業務適

正化臨時措置法に基づく処分を含む。）に基づく登録の取消し処分及びこれに伴

う登録の禁止処分 

(ﾆ) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律（平成 13 年法律第 57 号）の

違反による営業の停止命令又は営業の廃止命令の処分 

(ﾎ) 刑法(明治 40年法律第 45号)、暴力行為等処罰に関する法律（大正 15年法律

第 60 号）、麻薬及び向精神薬取締法（昭和 28 年法律第 14 号）、覚せい剤取締

法（昭和 26 年法律第 252 号）、売春防止法（昭和 31 年法律第 118 号）、銃砲刀

剣類所持等取締法（昭和 33 年法律第 6 号）、その他これらに準ずる法令の違反

による処分 

(ﾍ) 自らの行為により､その雇用主が受けた道路運送法､貨物自動車運送事業法、

タクシー業務適正化特別措置法又は特定地域及び準特定地域における一般乗用

旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成 21 年法律第

64 号)に基づく輸送施設の使用停止以上の処分 

(ﾄ) 代務運転者が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可

の取消しを受けた事業者において、当該取消処分を受ける原因となった事項が発

生した当時現に運行管理者であった者として受けた法第２３条の３の規定によ

る運行管理者資格者証の返納命令の処分 

ホ 申請日以前３年間及び申請日以降に、道路交通法の違反（同法の違反であって、

その原因となる行為をいう。）がないこと。ただし、申請日の１年前以前において、

点数（同法の違反により付される点数）が１点付されることとなる違反があった場

合、又は点数が付されない違反があった場合のいずれか１回に限っては、違反がな

いものとみなす。 

ヘ ニ又はホの違反により現に公訴を提起されていないこと。 

⑥ 事業計画 

事業者の事業計画を確実に遂行できるものであること。 

 

３．代務運転に係る許可条件変更の手続き 

「個人タクシー事業の代務運転に係る許可条件変更承認申請書」（別添様式３による。）

及び添付書類を管轄する運輸支局長を経由して東北運輸局長に提出するものとする。なお、

提出部数は正副の各１通とする。 

 

 

４．承認する期間 

(１) 代務運転に係る許可条件変更の承認期間は６か月間を限度とし、承認の際に期限を付

すこととする。なお、当該承認期限については、当初承認が行われた日から１年間まで

の範囲において更新できるものとする。 

(２) 承認が行われた日から１年を経過した場合において、特段の事情（回復の見込みが明



  

らかであり、なお若干の療養期間が必要である場合等）がある場合に限り、(１)の承認

期間を更新できるものとする。 

(３) 当該承認期間内であっても、事業者が死亡又は事業の廃止等により個人タクシー事業

者でなくなったときは、当該承認の期間は終了するものとする。 

 

５．承認の処理 

代務運転に係る許可条件変更の承認をしたときは、事業者に対して次の条件を付した別添

様式４による書面を交付することとする。 

 

(１) 代務運転者以外の者に、当該事業用自動車を営業のために運転させてはならないこと。 

(２) 代務運転者が運転業務に従事する際には、車内にタクシー業務適正化特別措置法第 13

条に規定する代務運転者の登録タクシー運転者証を掲示しなければならないこと。 

(３) 承認期間内は、事業者が運転業務に従事してはならないこと。 

(４) 代務運転者は、東北運輸局長等が日時及び場所を指定して出頭を求めたときは、特別

な事情がない限りこれに応じること。 

(５) 承認期間内に事業者の傷病等が治癒し、事業者が運転業務に復帰することが可能とな

ったときは、速やかに代務運転に係る許可条件変更の解除届（別添様式５による。）を

管轄する運輸支局長を経由して東北運輸局長に提出し、事業者は運転業務に復帰しなけ

ればならないこと。なお、提出部数は正副の各１通とする。 

(６) 事業者が死亡又は事業の廃止等により個人タクシー事業者でなくなったときは、承認

期間が満了するものであること。 

(７) (５)又は(６)の場合並びに承認期間が満了した場合には、速やかに代務運転者の登録

タクシー運転者証をタクシー業務適正化特別措置法第 19 条に規定する登録実施機関に

返付しなければならないこと。 

 

６．代務運転に係る許可条件変更の承認の取消し 

次のいずれかに該当する場合は、代務運転に係る許可条件変更の承認を取り消すこととす

る。 

(１) 代務運転者以外の者に当該事業用自動車を営業のために運転させた場合 

(２) 代務運転者が、Ⅱ．２．(２)②又は④の要件に適合しなくなった場合 

 

 

Ⅲ．事業の休止及び廃止について 

個人タクシー事業者に係る道路運送法第 38条第１項の規定（以下「法の規定」という。）に

よる手続については、１人１車制という特殊性に鑑み、次に定めるところによるものとする。 

 

１．事業の休止 

以下の取扱によるところとする。 

 



  

(１) 休止期間が 30日以内の場合 

運転日報に明記させることとする。 

 

(２) 休止期間が 30日を超える場合 

法の規定に基づき事業休止届出書（別添様式６による。）を提出させることとする。 

なお、当該届出書については、事業者が所属する事業者団体を経由して管轄の運輸支局長へ

提出することができるものとする。 

 

２．事業の廃止 

事業を廃止しようとする場合には、法の規定に基づき廃止しようとする日の 30 日前までに事

業廃止届出書（別添様式７による。）を管轄する運輸支局長を経由して東北運輸局長に提出す

るものとする。なお、提出部数は正副の各１通とする。 

 

 

附 則 

１．この公示は、Ⅰ．（許可等に付した期限の更新の処理について）は平成 14年２月１日以降

の満了日の者について、Ⅱ．（代務運転制度について）及びⅢ．（事業の廃止について）は

平成 14 年２月１日以降に管轄する陸運支局において受け付ける申請及び届出について適用

する。 

 

２．「一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシーに限る。）の免許に付された期

限の更新事案の審査及び取扱基準について」（平成８年３月１日公示第８号）、「一般乗用

旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシーに限る。）の免許に付した条件変更（代務運

転）承認申請事案の審査基準について」（平成８年３月１日公示第９号）は、平成 14年１月

31 日限りこれを廃止する。 

 

附 則（平成 14 年７月１日公示第 36 号） 

１．この公示は、平成 14年７月１日以降の申請及び届出から適用する。 

 

２．「一般乗用旅客自動車運送事業１人１車制個人タクシーに限る。）の許可期限の更新等の

取扱いについて」（平成 14 年１月 18 日付け新潟運輸局長公示第 94 号）により 平成 14年６

月 30 日以前に平成 14 年７月１日以降を期限更新とする許可等に付された期限の更新申請

は、本公示を適用する。 

 

３．「一般乗用旅客自動車運送事業１人１車制個人タクシーに限る。）の許可期限の更新等の

取扱いについて」（平成 14 年１月 18 日付け新潟運輸局長公示第 94 号）による別添様式は当

分の間使用できるものとする。 

 

附 則（平成 14 年 11 月 29 日公示第 102 号） 



  

１．この公示は、平成 14年 11 月 29 日以降の申請及び届出から適用する。  

 

附 則（平成 17 年４月 28 日公示第 11号） 

１．この公示は、平成 17年４月 28日から適用する。 

 

附 則（平成 17 年 12 月 26 日公示第 90号） 

１．この公示は、平成 18年１月１日以降の申請及び届出から適用する。 

 

附 則（平成 20 年６月 13 日公示第 42号） 

１．この公示は、平成 20年６月 14日以降の申請及び届出から適用する。 

 

附 則（平成 26 年１月 27 日公示第 87号） 

１．この公示は、平成 26年１月 27日以降の申請及び届出から適用する。 

 

附 則（平成 27 年９月 17 日公示第 38号） 

１. この公示は、平成 27年 10 月１日以降に申請を受け付けたものから適用する。 

２．この公示の適用の際現に、タクシー事業者に雇用されている者でタクシー運転者として選

任されているものに係る申請については、平成 28 年３月 31 日までの間、なお従前の例によ

るものとする。 

 

附 則（平成 28 年 12 月 20 日公示第 76号） 

１．この公示は、平成 28年 12 月 20 日以降に申請を受け付けたものから適用する。ただし、Ⅲ.

１．及び２．については、平成 29 年１月 19 日以降に休止又は廃止するものについて適用し、

平成 29 年１月 18 日以前の休止又は廃止しようとするものについては、なお従前の例とする。 

 

附 則（令和４年３月 31日公示第 126 号） 

１．この公示は、令和４年４月１日以降に申請を受け付けたものから適用するものとし、Ⅰ.１.

（２）⑦の健康診断の受診日は令和４年４月１日以降のものから適用するものとする。 

 

附 則（令和５年８月１日公示第５９号） 

１．この公示は、令和５年８月１日以降の申請及び届出から適用する。 

 

附 則（令和５年１０月２日公示第９３号） 

１．この公示は、令和５年１０月２日以降の申請及び届出から適用する。 

 

附 則（令和６年１月２４日公示第１３６号） 

１．この公示は、令和６年１月２４日以降の申請及び届出から適用する。 



  

  



  

 

別添様式 １ 

 

  年  月  日 

 

東北運輸局長 殿 

 

住  所 

名  称 

氏  名 

生年月日     年  月  日生 

（期限更新日の年齢 満  歳） 

 

個人タクシー事業の許可等に付された期限の更新申請書 

 

 

  年  月  日付け       第    号の個人タクシー事業の許可（認可）につい

て、当該許可（認可）に付された期限が満了するので、期限の更新を申請します。 

 

記 

 

１．営業区域 

２．許可（認可）に付された期限      年  月  日 

３．営業所 

名 称 位 置 所有借用の別 

 

 

（住居表示）  

 

４．自動車車庫 

位 置 収容能力 所有借用の別 

（土地の表示） 

 

㎡ 

 

（住居表示） 

 

 

５．事業用自動車 

車 名 年 式 自動車登録番号 

 

 

  

 

 

 

  



  

６．更新申請書提出前６か月間の輸送実績 

（平成14年１月31日現在の既存事業者で年齢が満75歳以上の者に限る。） 

 月 月 月 月 月 月 

稼働日数(日)       

走
行
キ
ロ
数 

実車キロ数(km)       

空車キロ数(km)       

合 計       

輸送回数(回)       

営業収入(千円)       

 

７．添付書類 

(１) 自動車運転免許証（両面）の写し 

(２) 自動車安全運転センターが満了日の前月に発行した過去５年間の記録を証明する運転記

録証明書 

(３) 事業用自動車の自動車検査証の写し 

(４) 旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体

又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示（平成17年国土交

通省告示第503号）で定める基準に適合する任意保険又は共済に加入していることを証する

書面 

(５) 法令遵守（道路運送法（昭和26年法律第183号）第７条の欠格事由及び期限更新を認めな

い場合に該当しない旨）に係る宣誓書 

(６) 運転に関する適性診断の受診 

① 独立行政法人自動車事故対策機構等において運転に関する適性診断を満了日の３か月

以内に受診したことを証する書面 

② 平成14年８月１日以降を期限更新日［許可期限が満了する日（以下「満了日」とい

う。）の翌日をいう。以下同じ。］とする申請で、当該期限更新日において年齢が満65歳

以上の者にあっては、旅客自動車運送事業運輸規則（昭和31年運輸省令第44号）第38条

第２項に定めるところにより同項の認定を受けた高齢者に対する適性診断（以下「適齢

診断」という。）を受診したことを証する書面（期限更新日において年齢が満75歳以上

の者にあっては、当該適齢診断に係る適性診断票） 

③ 平成17年８月１日以降を期限更新日とする申請で、前回の期限更新日における年齢が

満63歳又は満64歳、かつ、更新後の許可期限を５年後とされた者については、これに加

え、年齢が満65歳に達した日以降２年以内において適齢診断を受診したことを証する書

面 

(７) 公的医療機関等の医療提供施設において、満了日前３か月以内に胸部疾患、心臓疾患及

び血圧等に係る診断を受けたことを証する書面及び営業の支障の有無に係る医師の所見が記

載された健康診断書 

(８) 営業所及び自動車車庫の使用権原に係る宣誓書 

(９) 満了日前１年分の事故・苦情に関する記録の写し 

  



  

個人タクシー事業の許可等に付された期限の更新申請書に添付する宣誓書の様式 
 
(１) 法令遵守に係るもの 
 

東北運輸局長 殿 
 

宣 誓 書 
 
１．道路運送法(昭和 26年法律第 183 号)第７条各号(欠格事由)に 

□該当しません。 □該当します。 
該当事由を記入 
 

２．許可（認可）に付された条件の遵守等 
(１) 遵守すべき事項については、 

□すべて適切に実施しています。 □適切に実施していない事項があります。 
当該事項を記入 
 

(２) 刑法等に抵触する行為により処罰を受けたことが 
□ありません。 □あります。 

当該処罰を記入 
 

(３) 代務運転者 
□は使用しておりません。 □を現在使用中です 

 
承認期間     年  月  日～    年  月  日 

３．許可（認可）を受けた日（前回の期限更新日）以降の事業実施の状況 
(１) 旅客自動車運送事業等報告規則(昭和 39年運輸省令第 21 号)に基づく事業報告書、輸送
実績報告書、その他道路運送法及びこれに基づく法令により提出すべき書類を適切に提出 
□しています。 □していません。 

未提出書類を記入 
 

(２) 道路運送法等の法令違反による行政処分を受けたことが 
□ありません。 □あります。 

当該行政処分を記入 
 

(３) 更新期限短縮者を対象とした研修受講の指示を受けたことが 
□ありません。 □あります。 

受講日を記入 
 

(４) 現在、事業を 
□休止しておりません。 □休止中です。 

休止状況を記入 
 

(５) 旅客自動車運送事業運輸規則（昭和 31年運輸省令第 44号）第 38 条第２項に基づき受診
すべき適性診断の受診対象者 
□ではありません。 □です。 

受診状況を記入 
 

４．運転記録証明書の証明期間の最後日以降期限更新決定日までの間に、道路交通法の違反（同
法の規定による反則金の納付を命ぜられる場合又は反則点を付される場合を含む。）があっ
た場合には、直ちに報告します。 

 
上記のとおり宣誓いたします。 

 
年  月  日 

氏  名 
 
□には✓を記入すること。 

  



  

(２) 営業所及び自動車車庫の使用権原に係るもの 
東北運輸局長 殿 
 

宣 誓 書 
 

道路運送法第５条第１項第３号に規定する事業計画のうち営業所及び自動車車庫について
は、それぞれ次のとおりであり、使用権原を有しています。 
 
○営業所 

位 置 自己所有・他人所有の別 
（住居表示） 
 

 

 
○自動車車庫 

位 置 収容能力(㎡) 自己所有・借入の別 
（土地の表示） 
 

  
（住居表示） 
 

 

上記のとおり宣誓いたします。 

 

年  月  日 

氏  名 

 
 

  



  

 

  

別添様式 ２

生 年 月 日 年 月 日 性 別 男 ： 女

診 断 年 月 日 年 月 日 年 齢 歳

血 圧 （㎜Hg）

血 色 素 量 （ g/dl ）

赤 血 球 数 （ 万 ㎣ ）

Ａ Ｓ Ｔ （ Ｇ Ｏ Ｔ ） （ IU/L ）

Ａ Ｌ Ｔ （ Ｇ Ｐ Ｔ ） （ IU/L ）

γ - Ｇ Ｔ P （ IU/L ）

Ｌ Ｄ Ｌ コ レ ス テ ロ ー ル （ mg/dl ）

Ｈ Ｄ Ｌ コ レ ス テ ロ ー ル （ mg/dl ）

ト リ グ リ セ ラ イ ド （ mg/dl ）

血 糖 検 査 （ mg/dl ）

糖

蛋 白

右 （ ）

左 （ ）

1000Hz 所見なし 所見あり

4000Hz 所見なし 所見あり

1000Hz 所見なし 所見あり

4000Hz 所見なし 所見あり

直接 間接

撮影

異常の有無

上記のとおり診断する

住 所

医 療 機 関 名

健康診断実施医師氏名

健 康 診 断 書

／

年　　　月　　　日

年 月 日

医 師 の 意 見

-　±　1+　 2+　3+

-　±　1+　 2+　3+　4+

運転業務の可否（就業上の措置）

肝 機 能
検 査

貧 血
検 査

尿 検 査

医 師 の 診 断

その他の検査

心 電 図 検 査

右

腹 囲 （ cm ）

Ｂ Ｍ Ｉ

体 重 （ kg ）

身 長 （ cm ）

血 中 脂 質
検 査

胸部エックス線
検　　査

備　　　考

左

既 往 歴

氏 名

他 覚
症 状

自 覚
症 状

聴力

視力



  

 

別添様式 ３ 

 

  年  月  日 

 

東北運輸局長 殿 

 

住  所 

名  称 

氏  名 

生年月日     年  月  日生 

（年齢 満  歳） 

 

個人タクシー事業の代務運転に係る許可条件変更承認申請書 

 

 

下記のとおり代務運転者を使用したいので、個人タクシー事業の許可等に付された条件の一部

の変更承認を申請します。 

 

記 

 

１．許可（認可）の内容 

(１) 許可（認可）年月日 年  月  日 

(２) 許可（認可）番号 第     号 

(３) 許可（認可）の期限 年  月  日 

(４) 営業区域 

 

２．代務運転者 

住  所 

氏  名 

生年月日 年  月  日生（年齢 満  歳） 

 

３．代務運転者を使用しようとする期間 

年 月 日 ～     年 月 日 

 

４．申請理由 

  



  

 

５．代務運転承認状況（過去３年間） 

承認年月日 承認番号 承 認 期 間 代務運転者名 

  ～  

  ～  

  ～  

  ～  

 

６．添付書類 

(１) 事業者に係る医師の診断書 

(２) 事業者の収入状況を記載した書面 

(３) 事業者の自動車運転免許証（両面）の写し 

(４) 代務運転者との雇用契約書 

(５) 代務運転者の自動車運転免許証（両面）の写し 

(６) 代務運転者の履歴書 

(７) 代務運転者の運転経歴書 

(８) 代務運転者の運転適性診断票（独立行政法人自動車事故対策機構において運転に関する適

性診断を受診したことを証するもの） 

(９) 代務運転者に係る自動車安全運転センターが発行した過去５年間の記録を証明する運転記

録証明書 

(10) 代務運転者の宣誓書（関係する法令に違反していない旨） 

(11) 代務運転者の健康診断書（公的医療機関等の医療提供施設において、胸部疾患、心臓疾患

及び血圧等に係る診断を受け、受診年月日、前記受診項目及び代務運転者としての支障の有

無に係る医師の所見が記載されたもの） 

(12) 代務運転者の在職証明書 

  



  

個人タクシー事業の代務運転に係る許可条件変更承認申請書に添付する宣誓書の様式 
 

東北運輸局長 殿 
宣 誓 書 

 
１．道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第７条各号(欠格事由)に 

□該当しません。 □該当します。 
該当事由を記入 
 

２．成年被後見人、被保佐人の宣告を 
□受けていません。 □受けています。 

該当事由を記入 
 

３．破産の宣告を 
□受けていません。 □受けています。 

該当事由を記入 
 

４．申請日以前５年間に、道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）又は貨物自動車運送事業法（平成元年法律第 83 号）
の違反による輸送施設の使用停止以上の処分（又は使用制限（使用禁止）の処分を受けたことが 
□ありません。 □あります。 

該当事由を記入 
 

５．申請日以前５年間に、道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)の違反による運転免許の取消し処分を受けたことが 
□ありません。 □あります。 

該当事由を記入 
 

６．申請日以前５年間に、タクシー業務適正化特別措置法（昭和 45 年法律第 75 号）（改正前のタクシー業務適正化
臨時措置法を含む。以下同じ。）に基づく登録の取消し処分及びこれに伴う登録の禁止処分を受けたことが 
□ありません。 □あります。 

該当事由を記入 
 

７．申請日以前５年間に、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律（平成 13 年法律第 57 号）の違反による営
業の停止命令又は営業の廃止命令の処分を受けたことが 
□ありません。 □あります。 

該当事由を記入 
 

８．申請日以前５年間に、刑法(明治 40 年法律第 45 号)、暴力行為等処罰に関する法律（大正 15 年法律第 60 号）、
麻薬及び向精神薬取締法（昭和 28 年法律第 14 号）、覚せい剤取締法（昭和 26 年法律第 252 号）、売春防止法（昭
和 31 年法律第 118 号）、銃砲刀剣類所持等取締法（昭和 33 年法律第６号）、その他これらに準ずる法令の違反に
よる処分を受けたことが 
□ありません。 □あります。 

該当事由を記入 
 

９．申請日以前５年間に、自らの行為により、その雇用主が受けた道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー
業務適正化特別措置法又は特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に
関する特別措置法（平成 21 年法律第 64 号）に基づく輸送施設の使用停止以上の処分を受けたことが 
□ありません。 □あります。 

該当事由を記入 
 

10．申請日以前５年間に、申請者が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受けた
事業者において、当該取消処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に運行管理者であった者として受けた
法第２３条の３の規定による運行管理者資格者証の返納命令の処分を受けたことが 
□ありません。 □あります。 

該当事由を記入 
 

11．申請日以前３年間、道路交通法の違反（同法の違反であって、その原因となる行為（ただし、申請日の１年前以
前において、点数（同法の違反により付される点数）が１点付されることとなる違反があった場合、又は点数が付
されない違反があった場合のいずれか１回に限っては除く。）。）が 
□ありません。 □あります。 

該当事由を記入 
 

12．上記４.から 11.の違反により現に公訴を提起されて 
□いません。 □います。 

該当事由を記入 
 

 
上記のとおり宣誓いたします。 
なお、宣誓日以降承認日までの間に上記に掲げる処分等を受けた場合には、直ちに報告いたします。 

年  月  日 
氏  名 

 
□には✓を記入すること。  



  

 

別添様式 ４ 

 

 

個人タクシー事業の代務運転に係る許可条件変更の承認書 

 

 

年  月  日付け（許可番号）による個人タクシー事業の許可に付した条件のうち「他

人に当該事業用自動車を営業のために運転させてはならないこと。」について、下記の通り期間

を限定して変更することを承認する。 

 

記 

 

１．変更する期間（承認期間） 

年 月 日 ～    年 月 日 

 

２．代務運転者 

住  所 

氏  名 

生年月日  年  月  日生 

 

３．条件 

（１） 代務運転者以外の者に、当該事業用自動車を営業のために運転させてはならない。 

（２） 代務運転者が運転業務に従事する際には、車内に代務運転者の登録タクシー運転者

証を掲示しなければならない。 

（３） 承認期間内は、事業者が運転業務に従事してはならない。 

（４） 代務運転者は、東北運輸局長等が日時及び場所を指定して出頭を求めたときは、特

別な事情がない限りこれに応じること。 

（５） 承認期間内に事業者の傷病等が治癒し、事業者が運転業務に復帰することが可能と

なったときは、速やかに代務運転に係る許可条件変更の解除届（別添様式５による。

）を東北運輸局長に提出し、事業者は運転業務に復帰しなければならない。 

（６） 事業者が死亡又は事業の廃止等により個人タクシー事業者でなくなったときは、承

認期間が満了するものであること。 

（７） （５）又は（６）の場合並びに承認期間が満了した場合には、速やかに代務運転者の

登録タクシー運転者証を登録実施機関に返付すること。 

 

年  月  日 

 

東北運輸局長  



  

 

別添様式 ５ 

 

  年  月  日 

 

東北運輸局長 殿 

 

住  所 

名  称 

氏  名 

生年月日     年  月  日生 

（年齢 満  歳） 

 

個人タクシー事業の代務運転に係る許可条件変更の解除届 

 

 

  年  月  日付け（承認番号）による個人タクシー事業の代務運転に係る許可

条件変更について、代務運転者の使用を終了したので、下記のとおり届出します。 

 

記 

 

１．終了年月日 

      年  月  日 

 

２．解除理由 

 

 

  



  

 

別添様式 ６ 

 

  年  月  日 

 

東北運輸局長 殿 

 

住  所 

名  称 

氏  名 

生年月日     年  月  日生 

（年齢 満  歳） 

 

個人タクシー事業の事業休止届出書 

 

 

個人タクシー事業の休止について、下記のとおり届出します。 

 

 

記 

 

１．許可（認可）の内容 

(１) 許可（認可）年月日 年  月  日 

(２) 許可（認可）番号  第     号 

(３) 許可（認可）の期限 年  月  日 

(４) 営業区域 

 

２．休止（予定）期間 

      年  月  日 ～     年 月 日（ 日間） 

 

３．休止理由 

 

 

  



  

 

別添様式 ７ 

 

  年  月  日 

 

東北運輸局長 殿 

 

住  所 

名  称 

氏  名 

生年月日     年  月  日生 

（年齢 満  歳） 

 

個人タクシー事業の事業廃止届出書 

 

 

個人タクシー事業の廃止について、下記のとおり届出します。 

 

 

記 

 

１．許可（認可）の内容 

(１) 許可（認可）年月日 年  月  日 

(２) 許可（認可）番号  第     号 

(３) 許可（認可）の期限 年  月  日 

(４) 営業区域 

 

２．廃止の日 

      年  月  日 

 

３．廃止理由 

 


